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富民年金財設は、給付開始後はぽ10年の1983年に実霊的に破綻を辺えた。これは、

r10年年金J などの高い給付によるが、その後食訟の増大が函られている。一方、

基礎年金の導入:こ伴う制度聞の財源襲撃により、留民年念財政の立て直しが国られ

ている。

本轄の閥的は、こうした一連の改革による争世代関の愛撃の格差と∞財譲観整に

よる被用者年金からの資金移転の実態を解明することである。われわれの推計結果

によると、将米世代の負担は給付を上槌ること、および苦労愛関財源調整により、関

民年金の収入の30%から50先め資金の移転がなされることがわかっ

しかし、こうした改革にもかかわらず、愚民年金の鷺設は今後再び破綻する可能

性があり、基礎年金の抜本的な免疫しが必要となると思われる。

1. .，まじめ

雲氏年金は、 1986年 4月に、自営業者等非被用者のみを適用対象とした制度から

を選期対象とした制度へと変化した。留民年金は基礎年金を供給する縦震と

して、すべての国民に老後所得の碁礎的部分を保障する投警IJを狙うこととなった。

県生省は基礎年金の導入によって次の 3つの自的が果たせるとしている。まず築工

i二、各制度問、すなわちそれまでの関誌年金と厚生年金、共謀組合の簡の格畿を是

正し、すべての国民にとって絵汁の条件や負担が等しくなる。第 2に、就業構造の

変化による影響を遮軒し、安定的選営を雑探できる e 第 3に、給付を一元管理する

ことによって建撲給付を鯛整することができるグ年金と財政』、1985)。
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車生惑が述べているように、者後所手専の蕃嘩的部分を器賭する制震は、就業構造

の変化によって、一部の人か議場に重い負担を食わなければならないという

らほ免れるべきであろう。国民年金が車生年金より成熟北が進んだ!のは、就業構造

の変化によるところが大きく、このことから85年の改革は評慌できる O

ところが、この改正によって、第 1の目的のうち給村の一党化は達成できたが、

負担がすべての出民にとって等しくなったと泣いえない。その第 lの理由i之、加入

者の関で拠出の方法が違うこと iこよる o 85年の改革によって、由民年金の被保険者

l号から第 3与すに分類さ予れた。第 l号誌鹿営業者からなり、!日法国民年金にお

いて強制加入していた人々であり、第 2号は摩生年金や共涜組合などの被用者保検

の加入者である。第 3号は設用者保険の被技養配偶者であり、その中には85年の改

革までに国民年金に悲意加入していた人々が含まれる。国民年金のこの 3つの加入

クソレーフ。において、第 1号;ま定額拠出で、あり、第 2号は報断!北部賞担であるが、第

3号は「綿入の年金権」を程出に無主提出となっている。このように、基礎年金とし

て全麗授に共通の年金カf模様されているが、その負祖l立主主入者によって一律でiまな

しミ。

さらに、関民年金の長程は世代簡で輿なるという問題もある。今後、人口講造が

高齢化することによって若年世弐の主主担が増大する。年金制度においても、これか

ら追える高齢化によって期政の悪化が予想され、保険料の上昇や、園長尊重担の増加

は避けられない。ところが、麗民年金の財政の悪化法高齢化だ汚が療関ではない。

国技年金:ま1961年じ導入され、本格的な給付がはじまったのはその同年後の71年か

らであるが、絵付がはじまってから10年も経たないうちに支絵畿が課険料収入

83年以はついに、単年度収支が赤字になってしまった。これは、拠出に比べて

給付が大きすぎたことが箆菌である。

器民年金では、続度発足時lこすで;二50識を超え、 54裁までの人々に任意加入の道

を聞いた。この年金を加入者の被保険者期爵をとって、 10年年金、 5年年金{再開

5年年金)と呼んでいる。 1981年の塁手生省の「年金と財政』によると、 r10年年金

の加入者は120万人であるが、これらの者が納付した保険料法10年聞の元不lJ合許で、

32，363円であり、現載の価格で5万円程度で、 1980年度の10年 の年金額の

26，550月内2ヶ月分に満たない金額である」。向楼に 5年年金についても、これらの

加入者は者齢年金の受給者になって l年しないうちに、納付した藻険料および、その

利子収入を便い切っている。また、 73年の改正では給付は2ふ倍に引き上げられた

のにもかかわらず、探険料は 6割強の引き上げに抑えたことが財政を護迫させ、そ
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の後の保険料の引き上げ轄を大きくせざるを得なかったのである1;
このように、後代世代は通去の過大な給付のつけと高齢化に伴う質強の双方を主主

わなけれ誌ならなくなってしまったのである。インブレ等によって、 10年年金や 5

年年金受絵殺の結付を引きょげることが必要不可欠であったとしても、その桑担を

後代世代に貰わせるのではなく、一般会計からの譲り入れで賄うなど、震設をより

広〈求める政策がとられるべきだったのではないであろうか。年金を社全保険とし

てとらえ、その第 lの役割を老後の所得の保隷と考えるならば、後代世代への過大

な賞祖を避けるべきであっ

以上の観点から、本稿辻次の 2つの課題を検討することを昌的としている c 第 1

10年年金、 5年年金加入者など、田氏年金発込時に必要加入期閣を満たすこと

ができなかった人々に手厚しミ絵付を行った結果、世代需の質担にどれほどの格差が

じたかを機討する。 85年の改革の主たる器約の一つは、国民年金需政の立て蓋し

にあったことはすでに述べたが、本稿の第 2の目的;之、そグ〉際麓要な役害1]を果たし

た「最11変間財源調整」の実態を窮らかにすることである G 基礎年金の創設ととも

基礎年金勧定が設けられ、ぞれが制度簡の財諜諜整の役割を果たしている a そこで

行われている、財諜襲撃の実態を解明する。

85年の改革で辻、ぞれまで任意加入であった被用者の被扶養艶縄者が、新た

3号被探険者となったことは、上で述べたが、この人々が改革までの聞に国畏年金

に提出した額は、第 3号被保険者の資産とはならず、いわば由設年金に獲されたむ

したがって、これも広載の新設関移転とみなすことができる。本輔では、この部分

についても推計を試みる。

われわれは推許方法として、すで、に金子・間近(1994)らが厚長年金財政の推計

ι適用した方法に基づき、各年実毎の被保険者数、受給者数、議出額、および受給

額をコーホート別〈出生年ZU)に分解し、それを積み上げることによって、国民年

金全体の議出額、給付額を求める。これによって、ある一定の年に生まれた人々が

全f本としてどれだけ賞担をし、どれだけの絵付を受けたのかを明らかにすることが

できる。と問時;こ、コーホートデータを集計することによって、コーホートデータ

と整合的な黙政収支を推計することができる o また、このようにして得られる各

コーホートの給付額と拠出議は、それぞ、れのコーホートの平均的な龍であり、世代

罷の負強の掛さをを検討する上で有用である。

この推計方法を用いて、コーホート加に枇代間移転比率を推計すると、 10年年金

や 5年年金加入者は、そのf呆検料拠出額の50僚から100僚の移転を後代世代から受
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けていたことがわかる。出生年が遅くなるにつれてこの移献比率は減少し、 1950年

トの移転比率は負となる。it三前後生まれコ

には之6兆円、第 1ら毘民年金への慰諜移転は、

この欝漉移紙叡j合;ま鈴々に議号およびi話法器民年金総持懇の約55克を高めている。

こめことから1986~tLる。おいても約16%を高めること少する

目的の…っとしていたこと年の基礎年金導入が国民年金の財政の立て車Lを

が、うかがえる。

りである。第 2節では国民年金の制度の概要について述べ本稿の構成

る、推計方ト分解にる。第 3節では悶民年金の被保険者、受給権者のコーホ

し、制度はコーホート別にみた給f寸と法の概要を述べる。

る。第 5範ると問時に国民年金の将来の~又支状坑

では、富民年金の今後の諜報立ついて述べる。

間財諜調整を明らか

冨毘年金挺変2. 

を実現するため立、冨長年金制捜泣

たしをi義思対象者として、 1961年 4月つよってカバーされてい
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訓 だし、厚生年金や共済年金の被保険者や年金受給権者の配偶者は端用除外とされた。

拠出制の年金制度であるが、厚生年金が報酬に対して国民年金は厚生年金と

を行るのに対して、国民年金は毎月比例的に拠出を行う

う定額拠出である。 も厚生年金が報酬に対して比例的な年金であるのまた、

る。に対して、菌民年金の年金額

50議

かち

上で述べたように国民年金は拠出制の年金総度であるので、

n上の者については、 f来続料の義品業時間が十分に簿られないため、

徐タトされた。 ら討議の者に対しては、しかし、

この高幹任意加入者誌10年鰐拠出することが、老齢年金の支捻要件とされられた。

で、いる。 10年年金の加入者は少なかっこの年金は10年年金とたため、

この年金は 5年間拠出することが、された。1969年の改正によって、

と呼ばれている。 1973年に、5 年金の支給要件とされたため、

ニグ〉

と呼ばれている。

1986年度からは基礎年金の導入に伴い、関民年金の適用範囲は拡大された。

改正じよって、厚生年金等被用者年金の被保検者と、
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これは再開 5とられたが、



公的年金の余計のしくみ図 1

3種類になり、この結果、ることとなった。告主

は第 l号被保険者、被用者年金制度の被f呆険者は第 2号従来の

となった。2号被保険者の被扶養配惜者は第 3被保険者、

3つの勘に伴い、基礎年金勘定、

よぴ受給者としては存在しないが、定ができ

も も存在すよび受給者となるので、費宜上、

留 1のように示さw れらの 3つの勘定および共謀離合のえる。るものと

給付についてであるが、基礎年金の詮討に辻、新法盟民年金への給付、手掛れる。

すなわち1986年 4f3 1自における年量舎がお議未溝の者に対する給対〈露中の aお

される給f寸{いわゆとみ「基礎年金に担当する給付J、f}よび a')

給対、すみなし基礎年金には、がある。る「みな

る給付 (e)、なわち86年4丹 l日iニおける年齢が60歳以上の

なわちる給付、i日法厚生年金の給付のうちi日法国民年金の老齢年金の額に相当

げる年齢が65歳以上の者に支給する給付のう 4月1日以86年 4月1日に

による老齢年金後の被保険者期間に部、る部分で、老齢基礎年金または

る給付(的、そして共詩組合の給付のうちの額に相当

ら基
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礎年金交付金 (b、b'およびbつとしていったんそれぞれの勘定へ支結され、その

後各受給者へ給付される。したがって、部員年金欝定、摩生年金勘定および共済組

合が受け取る基礎年金交付金の額と、これらの勘定が各受給者;こ支給する基醸年金

に結当する給付額は一致する。すなわち b=e、b'=ぜ、 b"=e"という関係が或り

立つ。

基礎年金の投入は、基礎年金絵付費から特別国庫負担語を差し51いた額を、

民年金勘定、車生年金勘定それぞれの勤定の拠出合対象者数に路じて按分し、それ

ぞ、れの勘定から基礎年金勘定へ繰り入れられる(c、どおよび、c")。関投年金の拠

出金対象者数とは、第 l号被保験者から免除者およが未齢者を除いた人数で、

年金と会済組合の拠出金対象者数とは、第 2号被保険者と第 3号被保険者とを加え

た人数である。第 1号被保険者から免論者および、未納者を除いた人数を x、第 2号

被保険者数のうち浮生年金の被保険者を y、共済組合の被楳験者を y'、同様に第 3

号被保験者数のうち厚生年金の被保険者の被扶養寵鵠者を z、共済組合の被保険者

の被扶養配偶者をどとする。ここで、静別国産設担額を α とすると、基礎年金給

付費辻 a十イートb十b'+b"で、あるからメ国民年金勘定から基礎年金勘定へ繰り入れ

られる基礎年金拠出金 C

c . {(a十a'十b十b'十b") }x x -
x-トy-トy'十z-トど

と表すことができる。同様にして、厚生年金勤定からの基礎年金拠出金ピ、およ

び共済組合からの基礎年金拠出金c

c'ニニ{何十a'十b+b'十bワーα}x
x十y十y'十z十Z

c" {(a +a'ートb十b'十bつ }× J 十z'
xやy+y'十z十z'

と表すことができる。この 3式から次の等式が成り立つ。

a十a'十b十ザートb"一α二 C十c'十c" (l) 

ここで、持別国庫業担額 α誌給付の総額からみると少額なので¥これを無税する

と、(l)式辻基礎年金交付金、および基礎年金の給付設、額は、基礎年金拠出金総額と

一致することを示している。

最設に園長撃主主阻についてであるが、恕庫賞強;ま碁礎年金勘定へ直接続り入れられ

るのではなく、国民年金勘定、厚生年金勘定、および共演組合それぞれが碁礎年金

勘定へ繰り入れた額の 3分の lが、各勧定へ繰り入れられる O ここで、各勘定への
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諜からの繰入額安 d、d'およびグとすると、 d=ニc/3、d'=c'/3およびd"ヱヱ

c" /3という関舘式が成り

さて、ここで(1)式を変形すると

a-トb-c=一 (a'十b'十 b"… c'-cつ (1)' 

となる。 (1)'式の左辺は、自官業者らが、基礎年金勤定から受け取った給付総識と

蕃礎年金勘定に支払った誕出総額の義を示している。左辺が正であれl工、告

は基礎年金勘定から移転を受汗ていることとなる。(1)'式から暁らかなように、こ

の移転辻、被用者らが支払う基礎年金勘定への拠出総額が基礎年金勘窓からの給付

を上信っていることによって生じる。このことから、募礎年金勘定は、

ら、 (自堂業者のみを考議した場合の)富民年金へ財諜を移転するた

めの調整勘定であることがわかる。

3.推計方法の概要

われわれの国民年金封政の推計方法について、被保検者数、拠出額、受拾権者数、

受給額に分けて述べる。なお、盟民年金という用語について、地の年金との区別を

明確にするために、以下では!日法留ま年金、および第 1号被保読者とその受給者

(すなわち鳥営業者)の年金として定義する。したがって、盟民年金の制麦態調整

とは第 1号被保険者とその舗の被保険者との摺の資金の移動をさす。

3. 1 被保積者数のコ…ホート推計

毎年の被保険者数は、男女別、被保険者の種類射{強制、若年在意、

1986年以緯辻、第 1号、第 3号、任意) ~こ F事業年報」に搭載されている ð 1981年

からは、 5 議~替数若手の被保険者割合が掲載されているため、この割合を 5 で、警uった

ものそ各年齢別の被謀議者割合とした。この年齢別被保険者割合に、その年度の被

保険者数を粂じ、これをその年齢の人口で鰐ったものを年齢知器畏年金加入率と

る。

年齢別昭氏年金加入率二年齢別被謀験者割合×被楳塁走者数/人口

この年齢別国民年金主詩人率は1981年から92年までの12年閣は実擦の盤が講られるが、

それ以外の年は実際の髄が得られないため次のように推若した。 81年から92年まで

の年齢別悶民年金加入率を、各コーホート毎にフ。ロットしてみると、加入率の水準

はコーホ…ト毎に輿なるものの、年齢に伴う加入さ容の推移の仕方は金コーホートを

富良玉手f訟の世代間室主主混と総理主題財i殴網整基 213 
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じでかなり安定している。そこで¥各コーホートの年齢別国民年金加入率の推移

は一定であると仮定し、

タと昨ぽ一致するよう

データが得られる時点で、加入率の水準が3定

年齢別冨民年金加入室容を求めた。

関2は年齢別留長年金部入率を、男女J.lUに1930年生法札、 45年生まれ、初年生ま

れの 3コーホートについ したものである。密 2において、各コーホート
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部分は実陸告のデータから持られた年齢別開設年金加入率を示しており、細謀部分辻

{患のコーホートの実擦のうPータから した年齢別加入率を訴しているc 例えば、

1945年生まれコーホートで、は、 36歳から47歳までの園長年金加入率は実轄の舘を得

られるが、 20歳から35歳、認識から59歳までについては実離の量辻薄られない。そ

こで、 20歳からお畿の加入率については、 1986年から92年の時点で20裁から35歳の

にいた他のコーホートと加入率の の仕方は同じであると

コーホートと加入率の綾移の仕方は変えずに、加入率の水準を

し、これらの

ること iこょっ

て、加藤から35議の加入率を誰定した。同様にして、 48蔵から59歳までの加入率も

推定し こうした作業を全コ…ホートについて施し、コーホート 題長年金加

を求め

実際のデータが得られない1921年生まれ以前のコーホートの年齢別国民年金加入

率については、 1922年生まれコーホートと同じであると し、 1973年生まれ以降

のコ…ホートについては、 1972年生まれコ…ホートと同じで、あると佼定した。

年齢別被探険者数;之、この年齢別加入率に年齢別人口を乗じることによって求ま

るO 小椋(1991) が語講ずるように、人口推計は、年金己眠らずわが冨の経済計画

全般i二かかわる重要な推計である。そこで、人臼として、 が推計した人口

データ(1992年車生省暫定人 の他i之、特来の若年人Eをより離しく推計し

た潜立文経密協会の推計した人口データ(1994年人

にした。

を参考として用いること

表 1は過去のデータにおける、被保険者数の推計鐘と実績慌を示したものである。

過去の タでは、はとんど において推計値の方が実績値より多めに出てい

国民年金の被保険者数 2 冨畏年金被保険者数の将来推計

推計儀実績億 族愛 人口出協会推計
年度 〈千人千人) (9毛〉

推計後 再計算とのきE縫針値
1961 17678 18241 -3.1 {千人} (%) {千人}

1965 201号8 20016 十O‘9 1告95 + 2.7 19318 ート 2.7 18810 
1970 24348 24337 十0.0 2000 - 1.2 18804 1.2 19020 
1975 26810 25884 十3.6 2005 4.0 17899 4.0 18630 
1980 28004 27596 十1.5 2010 16454 - 5.0 16458 5.0 17320 
1985 26095 25091 十ふ0 2015 15555 6.2 15423 7.0 165き5
1989 18816 18155 十3.1 2020 15331 9.1 15129 -10.3 16860 
1990 18924 17579 十7.6 2030 14959 …12.0 13967 -17.9 17000 
1992 lヲ004 18508 十2.6 2040 13345 12.0 11597 -23.5 15090 

i的被告長険者数:1985~匹以前強秘書喜入 2050 12637 -17.6 10257 …33.1 15340 
殺と任窓会話人著者、 1986年以降第
1号被保険著者とif窓加入者
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るが¥ 4 %以内である。 1990年は実擦の被保険者数がその前後の年より大騒

に少ないため、誤差が大きくなってしまっているc 表 2は特来の被保験者数の推計

と、前部の財政再計饗(1989年)で草生省が示した誰計f遣を示している。われわ

れの推計髄は、 2000年以降慰設持計算による推計健より少なくなり、減少幡は協会

誰計の人口データを部いたときの方が大急い。このように、人口推計はよって将来

の被保険者誰計数が大きく るため、提出額にも大き

しかし、紙轄の製約もあるため、以下で示す推計結果は、

を痛いたものである。

3.2 拠出額のコーホート推計

じる可能性がある。

の人口推計

次にコーホート別の提出額を求める o まず、拠出額の纂になる保険料は意懇であ

るので、 j騒音の拠出については、年額保険料にコーホ…ト JjiJ楳換料払込者数を乗と

れ立、その年のコ…ホート別の拠出頭が求まる。将来の保険料は厚生容が計画して

いる保被料改訂にしたがって算定する{表 3)。

国民年金では1976年以降、年金額が物価スライドiこよって引き られた場合、

強年の保論料はそのスライド率によって引き上げられることになっている。君愛 3で、

辻1995年以降の保険料は1992年援価格で設されているため、物権スライドによって

実擦の価格に在ますという をここで わなければならないο 年金額の物価スラ

イドについて 3. しく述べる。

きて、ここで開題に るのが保険料払込者数である。保険料払込者数とは被保険

者数から免除者数と未納者数を拾いたものである。免験者について辻毎年の免除率

3 保険料の改訂 表 4 免除率 5 国史年金の誕出翻
(1992年度緬格〉 免絵塁手(%) 拠出額濃町

l'xご乞会戸

月額保険料(向) 1961 10.6 

1992 号，700 1965 11.9 1961 239 184 
1995 11.300 1970 9.1 1965 275 248 
2000 13，500 1975 8.0 1970 821 1064 
2005 15，700 1980 11.8 1975 3318 3691 
2010 17，900 1985 14.8 1980 11592 11824 
2015 l号800 1吉号。 12.6 1985 16632 15762 
2020 19，800 1992 14‘7 1号90 14356 13053 
2025 19，800 主主)免除率:第1革手被保険者、 1992 15738 15416 

1985年以前i主主主総書芸人
さま保険翁におめる免除
者の言宗i会
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(第 1号被保険者、 j防法では強制加入被保険者に占める免除者の割合〉がわかって

いる(表 4)。ここでは、年齢B昔、男女別に免除率に差がないと荻定し、コーホー

トZHの免除者数を求めた。来約者数について辻、免除者以外の被保険者が支払うべ

き拠出額と実際に払い込まれた拠出額の差から推計している。それによると、現在

の未稿者数は免識者数と沼ぽ関数になると推計さFれる。コーホート別の未熟者数は、

免徐者数と問様に、年齢期、男女射に来車内E容に差がないとして求めている。将来の

保険料払込者数については92年の免除率が将来も続くと仮定し、未納者数について

も92年と同様に、免設者数と同数であるとして求めた。こう Lて求めた保験料払込

者数に保険料を乗じて拠出額を推計した〈表 5)。

10年、 5年、再開 5年年金についてで、あるが、これらの被保険者は1907年生まれ

から11年生まれの 5コーホ…トしか存在しないため、コーホート別の被保険者数辻

それぞれの全被保険者数を 5で割ることによって求めた。また、拠出額については、

これらの年金は住意加入であることから、免除者や未納者;まいないものとし、保険

料に被保験者数を乗じることによって求めている。

3.3 受給権者数のコーホート推計

国民年金の受給開始年齢辻65歳であるが、 60歳以鋒受け取ることができる。 65歳

以前に受給を陣始する場合には、受給開始年齢によって、その後の年金額泣減額さ

れる。また66議以降に受給を開始することもできるが、この数はごく少数である。

したがって、ここで、はすべての人々は65藤弘前に受給を積女きするものとする。受給

権者数の年齢別デー夕、および、新規裁定者数の年輪別データは、 1981年以降 r事業

思 3 59歳被保険者数に主せする65歳受給権者数の比率

1.2 

1 

0.8 

比
率 0.6

む。品

0.2 

0 
1912号131914 1915 1916 1917 1918 191宮19201容211922 1923 1924 1ヲ2519261927

生年
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主予報sに掲載されている。

将来の受給権者数を設計する方法として、被保険者数から推計する方訟を患い

各コーホートの被保険者数と受給権者数には何等かの関連があると考え、 65議時の

受絵犠者数は59議時の被保険者数のある一定比率であると復定しだ。すでに受給を

開始したコーホートについては、実際の65議受給権者数は明らかであるが、今後受

を開始する受絵権者数を誰許するために、すでに受給を

ける59議時被保険者数に対する65歳時受結権者数の比率を

したコーホートにお

し、これを基に将来

のコーホートにおける止率 した。関 3はコーホート毎の59畿被保険者数に対

する65議受給権者数の比率の推移を表している o 顕 3から、 ともに、後に生ま

れたコーホート沼ど比率が依下していることがわかるが、 1924年生まれから27年生

まれコーホートの比率辻、話ぽ0.6で推移している。そこで、 1928年生まれコー

ホート以降の比率も0.6と仮定した。 65歳時の受絵護者数は、 3.

被f呆験者数にこの比率を乗じることによって求まる。

した59歳時

次に60蔵から64歳までの受絵権者数を求めるために、受給権者を年金受給関姑年

齢JJIJに分割する必要がある。 65歳時の受給権者数辻、 60歳から64歳までに受給を

始した受給権者のうち、 65議時にも受絵し続けている受給撞者(すなわち、 65建築以

前に失権した入を除く)と、 65裁に受給を関拾した受給権者との和である。した

がって、さらに年齢期受給開始談合、 を利用すれ法、各コ…ホートの各年齢

における受給開始年齢鰐受給権者数が簿られる。タミ権率は と財政』に謁載さ

れているものを黒い、神来の失権率については1986年と同じであると している。

ここで、失権率は死亡確率と同じものと考えることができる。年齢別受給関始割合

は、 1921年生まれから27年生まれコーホートの実際のデータから推計する。 1921年

まれコーホ…トでは60織受給費始割合が男女とも50%近くも占めていたのが、 t笠

代が若くなるにつれてこの割合は減少し、 まれコーホ…ト とも35%

程度になっている。逆に65議受給開始害IJ合は、世代が若くなるにつ札て増加してい

る。ぞれ以外の年齢の受給開始割合に地問立った変f[:'まない。そこで1920年生まれ

以前のコーホートの年齢illj受給開始寄せ合は、 1921年生まれコーホートと同じである

と仮定し、 1928年生まれから32年生まれコーホートについて辻、トレンドにした

がって60識受給関始翻合を減少させ、 65議受給開始割合を増加させている。 1933年

生まれ日待のコーホートについては32年生まれコーホートと毘じであると叡窓して

いる O
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3.4 受絵額のコーホート機器

さて、受給額についてであるが、その算定には平均新規裁定額を用いる。{闘人の

年金額辻義礎となる年金額(以降、これを年金単価と呼ぶ〉と、保険料車寄付~数と

加入可能丹数との比と受給開始年齢とによって設定される。受給嬰姑年齢によって

減額率が決定されるためである c すなわち、個人の年全額は下の式むよって決定さ

れる。

年金額二年金単楢x(保換料納付丹数/加入可能丹数)x (1-減額惑}

したがって、ある年に新規裁定した新規裁定者の保験料納付月数とお入可能丹数

とのよと辻全員等しいと安定すると、新規裁定額は年齢によってのみ主主おされる。す

なわち、 60識から64歳の平均新規裁定額:立、 65識の平均新規裁窓額に(1

率)を乗じた額になる。減額率は受給開始年齢によって異なり、 60歳で受給を開捨

すると誠額率は41男、 64識で受給者欝始すると減額率辻11%というよう立、早くに

を開始するほど減額率は高くなるよう、 されている。具体的には、ある年

の平均新規裁定額を ANB、その年に65臓である人の平均新規裁定額を ANB6器、

その年に i歳である新規裁定者数を NNiとすると、次の関捺式が成り立つ。

AおBx芝NNiニANBι(1-0.41)xおお却で…十(1-0.11)XNN64十NNぷ

くこの式から、まず65議の新規裁定者の平均新規裁定額ANB65が求まり、これ

齢制の減額率を用いて60裁から64歳までの平均新規裁定義を求めることができる。

いったん新援裁定績が決窓されれば、その後の受給額は物領スライドにしたがっ場ご

この新規裁定額を増加させればよい。将来の平均新規裁定額については、過去の平

均新境裁定額の対年金単櫛比から推計し、求めている。特来の年金単儀は疑設定の

年金と毘職、物価スライド;こしたがって増加させている。

ここで、この推計で用いた物纏スライドについて述べること認する。過去のスラ

イドについては、ぞのまま現実の植を患いている。問題辻特米の物権スライドであ

るが、これについては、浮生省が1989年の慰政再計算で佼定している物繊上昇率

2%と、基礎年金改定率3.9%を沼いて求めている c まず、慰致蒋計算の中関

{棄す政再計算がなされない年)においては、年金のスライドは物備上葬率と等しい。

財政再計葬年においてi立、毎年基礎年金改定率にしたがってスライドさせた場合と、

物価上昇率にしたがってスライドさせた場合との事離を解消するように年金のスラ

イドを決定する o すなjっち財位再計算の中間年におけるスライド主容は 2%、財政再

計算が 5年毎に行われるとすると、財政再計算年のスライド率は、{0.0395
-
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書 富良年金の受給権者数と受給額 表 7 顕民主手金受給権者数と

受給権者数(千人) 受給額{億円) 受給額の特来推計

実績鐙 受給権者数

本将 1蜘
{千人) 討議問)

1971 168 229 101 120 
1975 2769 2731 3き85 4624 
1980 5335 5324 134き8 14310 1995 

1985 6709 6846 22116 22838 2000 8072 68399 

1990 7581 7726 29112 2005 8120 Sき173

1992 7964 7978 33239 33867 2010 8106 113517 

後)1. 本章受にi止、 1吉86年か 中には、第 2015 8147 143464 

3長手被保険者からさ是幸会縫者になっ も含まれ、受給額 2020 7745 171184 
のやにも、それらの人々 の受絵綴が、含まれている。 2030 6908 234318 

2， 19初年t1)受給額の~終値はデータの剥約上得られないむ 2040 6774 337339 
2050 6200 439628 

1ρ25
)…l} X100%となる。表 6辻、過去におiする受給権者数と受給顎の推計龍と

実嬢値をそれぞれ訳している。受給権者数はついてはわれわれの推計と議離の数と

ほとんど一致する。受給額はついても、智子宮まめの値であるが、ほほ実際の鐘と

る。表?は、将来における受絵権者数、受給額の教育十値であるc 員事生省の

と財政ぶには、われわれの推計と比較可能な予測データは示されていないため、

ここではわれわれの推計値だけを示している。

なお、 10年年金で泣受給開始年齢をすべてのコーホートで65識とし、 5年年金・

5年年金では、すべてのコーホート辻1975年から受給を開始したものとし

またすべての受給権者の受給額は減額されていないものとした。

4. 推計結果

4. 1 堂代間移転比率

世代間移転比率と 提出額総額に対するネットの受給額総額のよ七である。受給

額総額とは、各年齢時に受け掠る受給額を60歳時点の割引現在価穫で評梯したもの

の総和である。問様に拠品額総額と 各年齢時の拠出額を60議時点の割引現在楠

{壌で評価したものの総和である o ネットの受給議総額は、この受給額総額 (B) か

ら挺品額総額(C)を差し引いたものである。ここで辻割引率として、毎年5.5%

を仮定じといる。瀧8は努女別、コーホート裂の世代間移転比率、すなわち (B

C)/C 、を示したものである。

8から、 10年年金、 5年年金への給付が拠出によとべていかに大きかったかが
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わかる。例えば、 1910年生まれコーホートの10年年金の移転比率は、男子で76、

子で123である。これは、車生省も述べているように、 10年年金や 5年年金の加入

者に対して、 2ヶ足分の年金額が生i産拠出総額を超える、あるいは l年分の年金額

が主主瀧挺出総額を超えるという、非常に大きな給付が支払われたことによる o また

強鋭加入者のうち1915年生まれまでのコ…ホートへの移転もかなり大きく、移転比

率ほ50を鵡える o しかし、その後のコーホートになると急速に移転比率は意下

男子の1966年生まれから78年生まれコ…ホートでほ、移転比率が負になっている。

これは、誕出総額が絵付総額を上回ることを戒している。 1966年生まれから78年生

まれコーホ…トの移較比率が賞になる理告として考えられることは、これらわコー

ホートに課される探検料が、 j翠生省の訴しているf府食料の改前にしたがって、物倒

上昇率以上に大きく引きょげられるためである(表 3参照入保験料の改訂率を

賓館で訴すと、 1992年からお年までは年率5.2見、 1995年から2000年までは年率

3.6児、 2000年から2005年までは年率3.1%、2005年から2010年まで辻年率2.7%、

2010年から2015年までは年率2ρ%である。 1978年生まれ以降のコーホ…トについ

ても、保険料は引きょげられるが、淳生省の計画によると2015年以降の保険料は実

質f産で簡定されるため、生謹の保険料室担は1966年生まれから

トほど大きくない。

まれコ…ホー

1990年の『年金と財政手では、加入期鵠を40年間として、拠出と給付の関保を

とているが、そこで、は、公的年金立は悶庫主主誌があるので、 九三念、なる年齢の者も

年金給付の総額が探検科の総額を下回ることはないj と述べている。しかし、現実

には、 40年間完全に国技年金に拠出する入は線られていること、 65藩以前に議額し

て謹民年金を受絵する人が多いことなどから、われわれの推計で、辻、総村総額が拠

出総額を下回る世代が生じる。

さらに、国康食担の問題もある。年金常設で誌なく、欄人の観点にたてば、

業訟は拠出と並んだ負強である。そこで、次に国庫笈議も含めてネットの移転を考

える。つまり、今度はネットの移転を、受給額(B)…拠出額(C)一国庫負組(T)、

とする。

ここで、国庫負担を次のように考える。公的年金への爵庫負担は悶民年金立対し

てだけでなく、草生年金に対じても行われるため、ここでの国産食組、すなわち冨

民年金への関陣負担辻、盟民年金加入者に対する課税のみによって賄われると寵定

る。(しかし、実際に辻、 「クロヨンJ といわれているように、自

る課税品、被F言者に対するものよりも軽いことから、この閤庫負担にも被用者から
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表s 世代関移転比率

生年
10年年金 5年・再開 5年

男子 女子 男子 女子

1907 62都 81 103.82 39.31 52.00 
1908 67.33 105.3 45.18 54.40 

1909 73.10 117.28 48.52 59.01 

1910 76.24 123.17 51.80 60.52 
1911 80.64 124.76 55.09 62.51 

生年
努.::.f 女子

(ア} (イ) (ア} (イ)

1912 告仏44 60.80 90.33 60.89 

1915 52.28 35.14 49.71 33.57 

1920 12.78 8禽 50 12.40 8.37 
1930 2.76 1.51 4.39 2.12 
1940 0.96 0.25 1.14 0.64 注) 1. 10平年金、 5年・再開5年年受をは (B C) /C 

をえ日している。
1950 0.22 …0.29 0.66 0.09 2. 1912年生まれ以降(l)男子、女子の(ア}、 付)

1960 0.07 -0.45 0.77 …0.07 については以下の滋号であるョ

1970 …0.06 -0“56 0.58 -0.28 {ア) 事費潟を考慮しないケース、

1980 0.02 -0.60 0.73 -0.33 {イ〉 う費用を考基撃するケース、
1990 0.26 8“58 1.13 -0.30 (B C-Tl / (C十ず)

の移転があるものと考えら札る。)さら 議税は20歳から までの若年世代、

すなbち国民年金被保険者に課されるとする O また、 タの制約から、

の実率税を仮定するのi土器難であるため、ここでは定額税を仮定する。したがって、

ある年J受のコ…ホ…トさきたりの悶庫負担額は、その年農のOOJl事責担額をコーホート

毎の被保験者数で張分したものになる。各コーホートの国産桑懇総額は、提出総額

や受給総額とi言様に、各年齢時の爵庫i割、担額を60歳時点の割引現在揮値で評価した

ものの総和である

留意金担を含めた移転比率、

表 8 (イ〉である。国庫貴誌も

わ (B-C-T)/(C十T)、を求したものが

た移転比率は、すべてのコーホ…トにおいて、

先に求めた移転比率よりもf尽くなり、男子で誌1950年生まれ以降、女子では1960年

まれ以降のコーホートではすべて負になっている。つまり、給付総額が拠出総額

っていたコーホートにおいても、題庫貴担も含めると、逆に、負税総額が給

付総額を上回ってしまうのである。このように、関民年金財致辻将来世代;こ過大な

実担をシフトさせていることがわかる。
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4.2 書道Z玄関財源鵠整と国民年金収支

10年年金、 5年年金加入者に対する高い移転辻率が悶民年金突きま文を態化させたこ

と でに指講し このこと誌盟民年金の給付艶始後10年で単年度収支が赤字

となったことから暁らかである 9 (ア))。そこでお年の されたので、あ

るが、もしこの改革がなきれなかったら、鑓民年金財政はどの程度悪化していたの

であろうか。表9(イ)は基礎年金が導入きれなかった場合の冨長年金収支を示して

いる。濃から明らかなように、 1985年j;J降すべての年度で収入が支出を下回 1

2005年では(収入一支出)/支出、が50%を超え、 2030年でi立案に100先を謡える。

ニフ L を避けるためは、 85年の改革がなされたのであるが、ここでは持に

基礎年金勘誕の創設が、関民年金財政に及ぽLた効果立ついてみることにする。基

表 9 (ア)冨畏年金収支

収入機的 支出{徹子治 収入一支出
保険料 間庫負担 給{寸 {書室円) 出/袋入

1961 184 116 。 300 100 
1965 248 146 19 375 95..1 
1970 1064 394 163 1295 88.5 
1き75 3691 2113 4624 1180 20.3 
1き80 11824 5420 15978 1266 7.3 
1吉85 15762 8431 26884 2691 -11.1 

表 2 (イ)義礎年金が導入されなかった場合の圏民年金収支

収入崎将} 支出(償問) 収入支出
保険料 関陸草案担 給付 {億円} 出)/収入

1986 12525.09 10856.33 32568.99 -9187.57 -3.9 

1990 14356.69 13463.41 40390.23 12570.13 -45.1 
19号5 19741.75 17571.99 52715.96 -15402.22 -41.2 

2000 24663.29 227き号砲64 68398.号2 …20935.99 44.1 
2005 2き223.37 29724.47 89173.40 -30215.56 -51.2 

2010 32727.46 37839.06 113517.18 -42号50.66 60“8 
2015 37む40.16 47821.4号 143464.48 -58602“82 -69.0 

2020 36508.19 57061.37 171184.12 -7761ふ55 ← 82.9 

2025 36325.82 66482沿8 199448.05 -96639刷 55 -93.9 
2030 35611“94 78106.19 234318.56 -120600.43 -106.寺

2035 33455.17 93376.45 280129.35 153297.73 -120.8 
2040 31767.60 112446.44 337339.31 193125.27 -133.9 
2045 30522.33 132966.46 398899.38 …235410.5号…143.9
2050 30088.27 146542. 43号628.55 -262997輔 43 -148.9 

主主}給付には、 1986;干の禁事警年金導入lこ伴って絞返した任意加入1替の分を徐い
ている。隠嫌気f創立、 85年のと文芸李総と問様、給付(7)3分の 1である。
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き 〈ウ)基礎年金導入後の国民年金収支

収入(億円) (JiX入一支 基脅からの
年度 出)/収入 /収入 移転/収入

保険料 国産負担 (%) (%) (%) 

1986 12525.09 4931.87 17773.39 32568.99 2661.36 7.5 14.0 50田4
1990 14356.69 6408.29 21165.37 40390.23 1540.12 3.6 15.3 50.5 
1995 19741. 75 9105.30 25400.06 52715.96 1531.15 1.9 16‘S 46.8 
2000 24663.29 13739.24 27181.20 683号8.92 -2815刷 19 2.8 20.9 41.4 
2005 29223.37 19472.67 30755.38 89173.40 9711.98 -4.3 24.5 38.7 
2010 32727.46 26396.06 34329.00 113517.18 -20064骨 66 12.2 28.2 36.7 
2015 37040.16 34482.75 4001ふ21 143464.48 -31925.35 -16.4 30.9 35.9 
2020 36508.19 43911‘61 39449.30 171184.12 -51315.02 -28.6 36.6 32.9 
2025 36325.82 53018.56 40392.37 199448.05 -69711.31 …53.7 40.9 31.1 
2030 35611.94 63591. 45 43544.22 234318.56 -91570.号5 -64.J 44.5 30.5 
2035 33455.17 75321.00 54166.35 280129.35 -117186.83 -71.9 46.2 33.2 
2040 31767.60 89221.89 69673.65 337339.31 -146676.18 -76.9 46.8 36.5 
2045 30522β3 105756.14 81630.96 398899.38 -180989.95 83“1 48.5 37.5 
2050 30088.27 122810.55 711鵠 .90 439628.55 -215532.83 -96.2 54.8 31. 8 

主主}ま審議きからの移転とは、奉還護学会勘定からの給付一基礎年金勘定への拠出金のことである。

礎年金導入によって、基礎年金勘定が設けられ、調民年金法基礎年金勘定;二挺出金

を繰り入れる一方、旧法の受給者と新j去の第 1~李被保険者であった受給者に対して、

ら給付を受ける。国長年金では護基礎年金皇室定へ繰り入れる額よりも、

ら受ける給付の方が大きいので、国民年金勘定辻義5礎年金勘定から移転を

けているといえる。ここでは、この基礎年金から も国民年金の収入と考え、

年金改革前の合計と接続可能な主要で国民年金の収支殺を作成した。表 9(ウ)が、 b

れわれの作成した爵民年金収支表である。

また、基礎年金導入によって、富民年金への国庫室程も変化したc 導入簡の

質調額辻、由民年金総材費の 3分の lであったが、導入後の器庫負担額辻、先iこも

述べたよう 基礎年金提出金の 3分の lになった。したがって、

グ〉 国庫負担額は、基礎年金を導入し った場合の と比べ

て、減少している。

9 (ウ)によると、 1986年以枠苦手年、 2兆円近くの地制度からの移転があり、

それは収入の50%にも及んでいる。イ也純愛からの移転が収入に占める害IJ合は徐々に

減少するが、 2050年においても32%を占める。 i 一般財諜からの移転である菌

庫負組が収入に占める 1986年には14%であったのが、 し、 2020年

に辻他制度から よりも大きくな 1)，2050年に辻55%にもなる。

さらに、これらにおえて、先にも ように、 によって、
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ら第 3号被f呆験者iこなった人々がそれまで、国民年金に支払ってきた謀議料も移

とみなすことができる。ここで、この移転の披露十方法を簡単に説明する。 1986年

4月から、被用者謀説加入者の被扶接配偶者は第3号被保険者となったため、 86年

と翌87年には女子の任意加入者が多数麗退し、任意加入者の対人口比率である国民

年金住意加入率(女子)は大きく殻下した。そこで、 85年の年齢加国民年金イ壬意加

と、脱i島が完了した87年の住意加入室容を比較し、年齢)Jljの任意加入率の変化率

を計算した。この変化率を揺いて、任意加入者から第 3号被保険者になった人が国

民年三訟に拠出した額を求める。伊jえ誌、 20哉の変化率は96%であるが、各コ…ホー

トの20歳時の知意被保検者の96%が、 86年 3号被保段者に変翌きしたとし、 20議

時の拠出額の96%が第 3号被保換者が国民年金へ議出じた額とする。こうし

を20議から59歳までのすべての年齢について仔い、年度毎の拠出額を求める。

毎の拠出額辻年率5.5%の科子率で積み立てられると仮定すると、第 3号被保険者

が器技年金に支払ってきた保険料の文科合計は1986年時点では約 4兆再になると推

される。これは、 86年麗の盟民年金積立金の約21音にものぼる。

このように菌畏年金で、は収入;二占める移転の割合が非常に大きい。しかL、この

ように多くの移転を受けているにもかかわらず、われわれぬ誰計によると、

金の収支は2000年以降マイナスとなり、 (収入一支出)/収入比率辻、 2025年に辻

50%に達する。したがって国民年金財致は、今後ますます長ましくなっていくと思わ

れる。それに静い、悶民年金の技本的な改正が追られようになるであろう。

5. 自民年金の今後の課題

本寝;之、国民年金の世代開設姐の格差と、制度開財諜襲撃の実態を検討した。

態は、われわれの予測を趨え、重大な崎商にさしかかっていることが浮かび、上がっ

てきた。世代間の裳担の制簡では、これまでの過大な絵付を是正する一連の改革の

将来設代辻年金の受絵額に比べて、より大きな拠出を行うと推計される。剥

変調の財源調整の調蕗では、関投年金への移転額辻培法国民年金への絵付が続く

聞で特に大きく、その読も留民年金の収入の主要な財源iこなっていることがわかっ

た。このことから、 85年の改革のねらいは、制捜認の財j康調整によって、国民年金

需款を再建しようと Lたことを跡づけることができた。

その一方、社会保険として強縦加入が義務骨汁られているにもかかわらず、第 l

号被保検鳴の~l.~ま 6 人に 1 人の都合で、保険料の未給者が帯荘している。こうし
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要閣も加わって、われわれの推計によると、富畏年金の収支はマイナスに転じる可

能性が強い。国民年金の財政は、 f也の製震からの膨大な資金援助によっても、その

展望は開いていないのである。

厳しい財政に夜題して、現在進められようとしている改革は、基礎年金の国康食

担をなし麗し的にヲ|き上げようという試みである。ここに欠汗ているもの辻、

自身が指摘する、すべての悶誌にとって給付の条件や負担が等しくなる真の基礎

年金をどのよう

選択や、夫婦、

るかという、年金の捜斡にかかわるビジョンである。鞍業

などのライフスタイルに依存せず、すべての語長に共通に適用

されるべき基礎年金をどのように作り出していったらよいかという試みこそ、今、

をあげて論とるべき課題であろう。

検討すべき選択枝辻、いくつか考えられる。しかし、いずれを選ょにせよ、被保

険者の種類によって負担の校方が異なるような現在のしくみを攻め、給付と裳謹の

関保安明確にしごとければならない。すなわち、全国誌に共通の基礎年金を創設し、

そこに共通の保険料を払い込む。その上に、被用者保険を報酬i比例年金だけからな

る年金とし、それに見合った保険料を別個に徴技すべきである。

このような共通恭礎年金のしくみを前護として、はじめて、その給付をどの程度

探検料と消費税など祖税で調達すべきかを検訴することができるむまた、基礎年金

制度に所害現分配機能を持たせるのであれば、拠出と絵討のスケジュ…ルをど

度集進的にすべきかも検討する必要があるだろう。
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注釈

本研究さ?進めるにあたり、石弘光、野口悠紀雄(一橋大学)、金子能宏(日本労働研究機構)

の会氏より助言を得た。本誌レフェリーからも、賞棄なコメントを得た。記して鋭意を表したい。

また、この研究にあたり、科学研究費(重点領域研究105)から助成を受けた。

1) r年金と財政 (1981)印刷 189-191
0

2) 86年の基礎年金の導入にあたり、それ以前の医療負担のうち、基礎年金部分給付費の 3分

の1を超えるものは、 「特別盟庫負担J として交付することになった。特別留燦負担の対象

となるのは、保険料免除期間に係る給付費、 18法国民年金の 5年年金給付費の 8分の 1、

である。詳縮は「年金と財政A (1990)の215ページを参照されたい。

3) 年金の財政を考えるよで、将来人口推計はきわめて重要である。特に、 1989年の財政再計

算において、厚生省の1路己年推計が用いられたが、この捻計は出生懇の推計が実態と大きく

かけ離れ、その結巣、将来の若年人口を過大に推計している。年金財政ではこれはただちに

保険者数の予測にかかわる。 94年の再計算では、告2年のj写生省暫定推計が採用されているが、

われわれは参考のために出生塁手をより厳しく推計した、財政経済協会推計を利用した。なお、

その詳細については、 a近(1994)で述べたむ
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